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都市計画（原案の案）の住民説明会等の実施結果について 

 

１ 概要 

（１）周知方法 

  ア 地区内居住者等 1,137 戸にお知らせチラシを配布（令和 3 年 12 月 15 日） 

イ 権利者 658 戸へ都市計画（原案の案）及びお知らせチラシを郵送（令和 3 年 12 月 15 日） 

ウ  めぐろ区報（令和 3 年 12 月 15 日号） 

エ 目黒区公式ホームページ（令和 3 年 12 月 15 日） 

オ 町会掲示板（12/15～1/18、17 か所）、公営掲示板（12/14～12/27、26 か所） 

（２）説明会の開催結果 

 ア 日時：令和４年１月１５日（土）午後２時～３時まで 

  イ 場所：下目黒住区センター地下 1 階 レクリエーションホール 

  ウ 参加人数：１８名 

 エ 意見の件数：７件 

（３）意見募集の結果（令和 4 年 1 月 18 日（火）まで） 

ア YouTube による説明動画配信：令和 4 年 1 月 11 日（火）～ 

イ 意見提出の方法：地区整備課への郵送、持参、ファックス、メール 

ウ 目黒区都市計画審議会への報告：令和３年 12 月１日（書面開催） 

エ 意見の件数：１４件 

（４）意見提出等の状況（説明会及び意見募集の合計数） 

 個人 団体 合計 

提出者数  ９ ０  ９ 

意見件数 ２１ ０ ２１ 

（５）意見に対する対応区分の件数 

番号 内容 件数 

１ 意見の趣旨に沿い、都市計画(原案の案)を修正します。 0 

２ 
意見の趣旨は都市計画(原案の案)に取り上げており、その趣

旨に沿って取り組みます。 
11 

３ 
意見の趣旨は都市計画(原案の案)には取り上げないが、事業

実施等の中で趣旨を踏まえて努力します。 
0 

４ 意見の趣旨は、今後の検討課題とします。  4 

５ 意見の趣旨に沿うことは困難です。 1 

６ 意見の趣旨を関係所管・関係機関・団体に伝達します。 3 

７ その他 2 

 合 計 21 
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２ 意見等の要旨について 

 

（１）説明会での意見・質疑 

  ア 用途地域の変更 

番号 意見・質疑の要旨 
対応

区分 
回答の要旨 

１ 

用途地域の変更はよいと思う。決定

は東京都になると思うので、地元で

話し合われてきたことが覆されない

ように努力してほしい。 

6 

今後「原案の案」に対する意見を整理

した上で、東京都に用途地域の変更を

提案していきます。 

 

 イ 地区計画 

番号 意見・質疑の要旨 
対応

区分 
回答の要旨 

１ 

意匠等の制限に「屋外広告塔や広告

板、屋上設置物は、安全なもので、街

並みにも配慮」とあるが、街並みに配

慮という表現は抽象的ではないか。

街並みに合っている、いないの判断

はどのように行うのか。 

2 

現在、東京都屋外広告物条例において、

一定の規模以上の広告物等については

許可申請が必要であり、形状や規模な

どの基準が定められています。 

また、目黒区景観計画では、一定規模

以上の建築行為等を行う際には、届け

出が義務付けされており、屋外広告物

に関する方針が示されています。 

地区計画が定められると、全ての建築

行為等に対して届出が必要になるた

め、景観計画の届出対象外の行為に対

しても、景観計画の基準を踏まえた、

一定の指導、助言ができることになり

ます。 

２ 

本地区は傾斜地であるため、絶対高

さ制限プラス 3ｍの緩和の影響は大

きいのではないか。 

2 

近年建築されるマンションの一般的な

階高 3ｍを参考にするとともに、一階

に高い階高を必要とする事務所・店舗

等を誘導していくため、階数 7 階程度

が建築できる高さとしました。 

3ｍの高さ緩和により、現在、マンショ

ンにお住いの方々が、近年の一般的な

居住水準が確保されたマンションへの

建て替えが可能になると考えていま

す。 

また、住環境への配慮として、隣地境

界線から 0.5ｍ、高さ 10ｍを超える部
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分での真北方向から 2ｍの壁面の位置

の制限を定めています。 

３ 

2000 ㎡以上の敷地は高さ 28ｍまで

緩和できることになっているが大手

不動産会社がいくつかの敷地を買収

することにより、現状より、28ｍの建

物が建つ敷地が増えるのではない

か。 2 

区全域に定められた高度地区による絶

対高さの緩和では、敷地面積が 2000㎡

以上で 1.2 倍、5000 ㎡以上で 1.5 倍、

10000 ㎡以上で 2 倍まで緩和できるこ

とになっています。 

地区計画を定めることにより、敷地面

積 5000㎡や10000㎡以上であっても、

高さ 28ｍが限度となり、現状と比較し

て敷地規模による緩和の限度を強化す

ることになります。 

 

４ 

大手不動産会社などが買収により、

絶対高さ 28ｍまで緩和できる敷地面

積 2000 ㎡以上にすることを、条例な

どによって防止する対策は考えてい

るのか。 

4 

敷地の統合は権利者の合意が必要であ

り、本地区において敷地面積 2000 ㎡

以上に統合されるケースが多く発生す

る可能性は低いと考えています。 

５ 

Ｂゾーンでは、絶対高さ制限が 3ｍ緩

和されることになっているが、その

根拠は何か。 7 

近年建築されるマンションの一般的な

階高 3ｍを参考にするとともに、一階

に高い階高を必要とする事務所・店舗

等を誘導していくため、階数 7 階程度

が建築できる高さとしました。 

６ 

Ｂゾーンの壁面の位置の制限では、

構造躯体が制限されるのか、バルコ

ニーも含まれるのか。 

壁面線は、中心線で制限されるのか、

外壁面で制限されるのか。 
7 

Ｂゾーンの本地区の隣地境界線及び真

北方方向からの壁面の位置の制限は、

圧迫感の軽減、採光の確保を目的に定

めているので、原則バルコニー、ベラ

ンダその他これらに類するものも含み

ます。 

また、壁面線は外壁面が対象となりま

す。 
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（２）意見募集 

ア 用途地域の変更 

    なし 

 

イ 地区計画 

番号 意見の要旨 
対応 

区分 
区の考え方 

１ 

地区計画の目標は理想であり、現実

との差がないよう目指してほしい。 

2 

地区計画（原案の案）のとりまとめに

あたっては、土地利用等の現状に関す

る調査・分析をはじめ、街づくり協議

会や地区内アンケートを通じて地域関

係者の意見を丁寧に聞きながら、地区

計画の目標、街づくりの方針、具体的

な街づくりルールの検討を進めてきま

した。地区計画の目標の実現について

は、個々の建替えに合わせて地区計画

に沿った建築物等とすることで、目標

とする市街地を形成していきます。 

２ 

絶対高さ制限について、現在の２０

ｍから２３ｍとする理由について、

「近年の一般的な階高を想定して見

直す」としているが、区が絶対高さ制

限を採り入れたのは、区独自に住環

境を守っていこうという決意の表れ

であり、「一般的な階高を想定」する

必要はないのでは。 

現行どおり、２０ｍにすべき。 

5 

目黒区では、建築基準法等の規制緩和

による急激な市街地の変化に対応する

ため、平成 20 年度に区全域において高

度地区を定めることで、これまでの街

並みから突出する建物を制限したもの

です。一方、地区計画は、それぞれの地

域特性に応じた独自の高さ制限を行う

ことが可能な仕組みとなっています。 

今回の地区計画では、コロナ禍を契機

とした職住近接による新しいライフス

タイルに適応し、居住性能が高いマン

ションや、1 階に天井が高い室を必要

とする事務所・店舗等を誘導していく

ため、絶対高さを２３ｍに緩和しまし

た。一方、敷地境界及び高さ 10ｍを超

える部分の壁面後退や、日照環境への

影響等が懸念される大規模敷地につい

ては北側からの斜線制限も適用するこ

とにより、周辺の居住環境への配慮を

しています。 
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ウ その他、質問等 

番号 意見・質問等の要旨 
対応 

区分 
区の考え方 

１ 

建築物については、基準法、建築制限

条例を確認し、調査が必要である。 

2 

協議会の設立当初から東京都や関係所

管と関連する法令を踏まえた協議を重

ねており、建築制限条例の制定に向け

て、引き続き関係所管等と協議・調整

を行っていきます。 

２ 

行人坂からの富士山や歴史あるお寺

等の景観を崩さぬようにし、住宅街

への丁寧な説明を要望する。 

2 

行人坂周辺は、古くから富士見の名所

として知られ、自然豊かで眺めの良い

景勝地として発展してきた地区である

と認識しています。周辺の多様な観光

レクリエーション・文化・歴史資源を

ネットワークする上で重要な結節点に

位置するため、こうした地域特性を地

区計画の目標に位置付けるとともに、

行人坂沿いの敷地については、道路境

界線から５０ｃｍ壁面後退すること

で、安全な歩行環境の確保を図ります。 

説明会開催に向けた周知にあたって

は、権利者へのチラシ、都市計画（原案

の案）資料の郵送、地区内居住者等へ

のチラシのポスティング、町会・住区

住民会議・商店会が参加する街づくり

懇談会への報告、目黒区報・区ホーム

ページでの周知、目黒区公営掲示板・

町会掲示板での掲示及びＳＮＳでの発

信など、可能な限りの手段を用いて周

知を行ってきました。また、令和４年

１月１１日からは、目黒区公式

YouTube チャンネルによる説明動画

公開しており、コロナ禍の影響などで

説明会の会場に来られない方の対応も

合わせて行うなど丁寧な説明に努めて

います。 

３ 

目黒通りに面する新たな商業ビルに

対し、袖看板ではなくテナントを紹

介するものを入り口などビル壁面に

設置するように。 

4 

都市計画法上、地区計画での位置づけ

はできませんが、商業者･商店会や住民

説明会等で意向を確認しながら、商店

会が策定した「商店街まちづくり憲章
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及びまちづくりルール」の位置づけな

ど、適宜、取組みを検討していきます。 

４ 

開発される目黒通りの歩道、植栽の

一部に有料駐輪場を設置できない

か。５台くらい置けるように斜めに

なるように（５か所くらい）。 

4 

用途地域や地区計画は、建物敷地内に

おいて、個々の建替えに合わせて目標

とする市街地を形成していく制度で

す。 

目黒区では、目黒区自転車等放置禁止

条例に基づき、大規模小売店舗等を新

築・増築する際、自転車駐車場の設置

を義務付けています。 

いただいた駐輪場に関するご意見につ

いては、来年度から取組を行う目黒駅

周辺地区整備計画改定において検討し

ていきます。 

５ 

目黒通り上下線合流地点の所や歩道

にベンチを設置できないか。 

4 

目黒通り沿いの下目黒一丁目地区につ

いては、地区計画により道路境界線か

ら６０cm 壁面後退することで、椅子や

プランター、看板などの設置も可能な、

快適な商業空間を演出するスペースの

確保を図っています。 

目黒通り上下線合流地点は、地区計画

の対象区域外となるため、いただいた

ご意見については、来年度から取組を

行う目黒駅周辺地区整備計画改定にお

いて検討していきます。 

６ 

行人坂にすれ違える歩道を確保、手

すりを反対側にも設置できないか。 

2 

行人坂沿いの北側の敷地については、

地区計画により道路境界線から５０

cm 壁面後退することで、安全な歩行環

境の確保を図ります。 

また、行人坂では、北側の歩道を安全

な歩行環境とするために車道との境界

にガードレールを設置しており、基本

的にそちらを利用していただくことを

推奨しています。 

７ 

目黒通り、行人坂、高所からの雨水が

流れてくるので、路面に何か所か横

断グレーチングで排水できないか。 6 

区では、縦断勾配が急な道路において、

二連桝を設置する等、集水機能を高め

る措置を実施しています。横断グレー

チングについては施工及び維持管理上

のデメリットも確認されており、今後、
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区においては現場状況に即した対応を

検討していきます。 

また、都へも現場状況に即した対応を

要望してまいります。 

８ 

駅に近い拠点性の高い住区で、地域

の実情にあった、地元発意の街づく

り提案をうけた変更と地区計画の内

容となっており、原案をベースに手

続きをすすめてよいと思う。 

 地域への説明については、コロナ

の影響も見つつ、丁寧にすすめてい

ただければと思う。 

2 

都市計画決定に向けて都市計画（原案

の案）、都市計画（原案）、都市計画（案）

の３つの段階で、説明会や公告・縦覧

を行い、地域関係者の意見を丁寧に聞

きながら手続きを進めていきます。 

９ 

Ｂゾーン地区には、マンションやオ

フィスビル、店舗等多く見受けられ、

個人住宅も十数軒ある。 

今後「住民説明会」において、マンシ

ョン住民の方や、個人住宅にお住ま

いの方々との意見交換が充分なされ

ることを望む。 

2 

都市計画（原案の案）のとりまとめに

あたっては、街づくり協議会や地区内

アンケートを通じて、地域関係者から

の意見を丁寧に聞きながら取組を進め

てきました。都市計画決定に向けて、

都市計画（原案の案）、都市計画（原案）、

都市計画（案）の３つの段階で、説明会

や公告・縦覧を行い、地域関係者の意

見を丁寧に聞きながら手続きを進めて

いきます。 

10 

目黒駅に近いこともあり、商業・業務

機能が優先される傾向が見受けられ

る気がしますが、「子どもの元気がみ

えるまち めぐろ」そして、基本構想

の「さくら咲き 心地よいまち ず

っとめぐろ」を軸に、将来も目黒に住

み続けていく若者・子どもたちにと

ってよりよい地区計画であってほし

いと希望する。 

2 

Ｂゾーンにおいては、都心居住及び商

業・業務・余暇サービスが複合する地

区として、土地の合理的かつ有効利用

図るとともに、良好な生活環境を維持

するため、建築物の用途や壁面の位置

の制限をはじめ、一定規模以上の建築

物に対する形態等について制限を定め

ています。 

11 

駅周辺にも緑があるような、住民に

とって居心地の良い街づくりが進む

ことを望む。街のブランド化が来訪

者の増加と街の活性化につながるた

め、「目黒」の歴史と文化を生かした

モダンな街となることを期待する。 

2 

都市計画（原案の案）のとりまとめに

あたっては、協議会やアンケートを通

じて、地域関係者の意見を丁寧に聞き

ながら取組を進めてきました。目黒駅

至近に位置しながらも一戸建てやマン

ション等住居系用途が立地している本

地区では、緑化の推進や用途の制限な

どにより、潤いと品格ある街並みの形
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成を図っていきます。 

12 

「新しい日常」で自転車通勤や自転

車によるデリバリーサービスが増え

ていることに対応した街づくりとい

う観点も今後検討できれば良いので

はないかと感じた。目黒駅周辺を歩

行者・自転車にやさしい街とするこ

とは街のブランド化にもつながるの

ではないか。 

6 

自転車走行については、新型コロナウ

ィルス感染症対策により社会情勢が大

きく変わる中、都の「東京都自転車活

用推進計画」が改定され、３密を回避

する有効な交通手段として自転車の活

用について、誰もが安心して快適に自

転車を利用できる環境づくりが進めら

れています。 

区においても、区民が安全に安心して

通行できる自転車走行環境整備に向け

て、自転車交通ルールの周知や啓発活

動にあわせて計画的に進めるため、平

成３０年３月に「目黒区自転車走行環

境整備計画」、令和２年１０月に「目黒

区自転車の安全な利用の促進に関する

条例」、令和３年５月には「第１０次目

黒区交通安全計画」を策定し、自転車

の安全利用に関する取組を進めていま

す。また、平成３１年１月から自転車

シェアリング事業を開始し、放置自転

車の対策、回遊性の確保、環境負荷の

軽減及び自転車走行の支援を行ってい

ます。 

 

以  上 

 


